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１ はじめに

背景1.1

我が国の公共事業は、戦後の復興期からの高度経済成長期において短期間に

多くの社会資本を整備する必要があることから、マニュアル等による標準化を

図り量的充実を図ってきた。

しかし、昨今の景気低迷や少子高齢化がもたらす税収不足による財政難は深

刻であり、社会資本整備にあたっては、従来の規格標準化による多量生産型整

備手法から個別の機能に応じた効率的な整備手法への転換が求められている。

言い換えれば、今後の社会資本整備は、住民や利用者のニーズ、事業特性等

を踏まえ、必要な機能を最低のライフサイクルコストで達成することが求めら

れている。

公共事業における （以下「ＶＥ」という ）とは 「公共事Value Engineering 。 、

業に求められる本来の機能（目的）を抽出し、改善価値のある機能を発見し、

新たな改善提案を創造するプロセス」であり、公共事業に求められる機能とコ

ストのベストバランスを追求することができる管理技術である。

ＶＥは、公共事業の価値向上ばかりではなく、住民や利用者が必要とする機

能を思考の原点とし改善提案を創造することから、県民の満足度向上に繋がる

効果的な社会資本整備に資する有効な管理技術である。
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1.2 ＶＥの本質

ＶＥは、製品やサービスを改善するための管理技術であり、価値工学と呼ば

れている。

その第一の特徴は、対象とする製品やサービスの機能を徹底的に解明するこ

とを踏むところにある。これまでと同じ機能をこれまでとは異なる手段で実現

することによって、必要な機能を確保しながら、コストダウンを追求する。

言い換えれば、ＶＥは一度、現行の資材、機材、工法、あるいは習慣的な思

考から離れて 「物ばなれ 「方法ばなれ」を敢えて行い、改めてその機能と、 」、

手段の関係を見直し、新たな解決手段の可能性を発想し、それを実現していこ

うとするものである 「機能」というのは目に見える表面的なものではなく、。

目に見えない「働き」とも言え 「物の本質」である。、

ＶＥは 「物の本質」を捉えて、エンドユーザーである県民が何を望んでい、

て、その要求に対して、コスト縮減と機能向上を両立しながら最適な調達を実

現することに他ならない。それは、納税者利益を第一に考え、徹底した目的思

考と柔軟な発想により、良いモノを少しでも安く作ろうと願う全ての技術職員

が行うべき行為とも言えよう。

1.３ ＶＥの定義

【ＶＥの定義】

ＶＥとは、①最低のライフサイクルコストで、必要な機能を確実に

達成するために、

②製品やサービスの機能的研究に注ぐ組織的努力である。

アンダーラインで示した①の内容はＶＥの目的を定義しており、②の内

容はその達成方法を定義している。

1.４ ガイドラインの目的と位置づけ
本ガイドラインは、設計ＶＥの的確かつ効率的な実施に資するよう、設計Ｖ

、 、 。Ｅの実施手順 実施体制などについて 基本的な考え方を整理したものである

本ガイドラインの活用により、設計段階における最適な調達が促進され、本

県の公共事業に関する多くの課題解決に寄与することを期待するものである。
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２ 設計ＶＥの概要
本県における公共事業ＶＥ２.1

本県では 「図－１ 大分県公共事業ＶＥ」に示す設計ＶＥ（設計段階 、、 ）

入札時ＶＥ（工事入札段階 、契約後ＶＥ（施工段階）の３段階において取り）

組むこととしているが、まず、平成１７年度に設計ＶＥ、契約後ＶＥを導入す

る。入札時ＶＥについては、平成１７年度導入検討を行う。

図－１ 大分県公共事業ＶＥ

2.2 設計ＶＥの効果と特徴
（１）設計ＶＥの効果

１）公共事業価値の向上
公共事業の機能やコストは、計画、設計段階でほぼ決まると言っても過言

ではない。しかしながら、現在の標準設計等による設計プロセスによる成果

は間違いのない確かなものではあるが、必要な機能にかけるコストが最適か

どうかという検証はなされていない。

米国は、１９９６年ＶＥ法を立法化し、発注者主体による設計ＶＥを協力

に推進している。２００３年度の米国全体のＶＥ実績は、３４４件でコスト

削減額は約１，０００億円以上と言われている。

以上のことから、計画・設計段階には目に見えにくい無駄があり、この無

駄を排除し、改善すべき点が存在することは明らかである。

２）発注者の技術力向上
設計ＶＥワークショップに取り組むことにより、技術職員相互の技術継承

が促進され、組織的かつ個人的な技術力向上に繋がることが期待できる。

大分県大分県 公共事業ＶＥ公共事業ＶＥ

【公共事業の流れ】
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（２）設計ＶＥの特徴

《ＶＥの特徴》
１）顧客本位の考え方

２）機能中心のアプローチ

３）組織的な努力

１）顧客本位の考え方
価値は顧客（利用者や住民等）が決めるものであり、決して作り手が決め

るものではない。常に、利用者や住民の立場に立って考え、どのような機能

を要求しているのか、何に価値を見出すかを追求することが、ＶＥの基本的

な姿勢である。

２）機能中心のアプローチ
私たちが何か問題を解決したいと思う時、その問題の本質を捉えないまま

検討していることが以外に多い。その結果、時には別の影響が出てきて前よ

りひどくなることさえある。

何かを改善するときには、それに対しまず、機能というものの本質を追究

することがスタートになる。次に、ではその機能に今これだけのコストがか

かっているけれども、使用者はそれで満足なのか、いくらだったら満足して

。 、 「 」もらえるのかを考えるのである こうすることで そのものの あるべき姿

を描きだし、その達成方法を創り出していくのである。

こうした問題解決の進め方は設計的アプローチと呼ばれ、ＶＥはその代表

的な方法である。次の「図－２」に示すように、通常の考え方と違い、ＶＥ

では機能をもとに自由な発想で達成方法を考えるため、根本的、抜本的改善

やこれまでになかった方法を創り出すことも可能になる。

図－２

現状のモノ

機能

改善後のモノ

もの本位のアイデア発想

機能本位のアイデア発想

アイデア発想法アイデア発想法

機能分析

通常の改善通常の改善

ＶＥによる改善ＶＥによる改善
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３）組織的努力
ＶＥでは様々な部門の専門知識や技術を持ったメンバーを集めて行うこと

が基本である。メンバー全員が必要な情報を共有し、目標に対して共通基盤

に立って活動することによって、個人のレベルをはるかに越えるアイデアに

もつながって行くのである。
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３ 設計ＶＥガイドライン
基本原則3.1

設計ＶＥは、既往の基本計画、通常の設計業務の成果（原案）を否定す

るものではなく、より良い設計を目指すため、さらに改善の余地があること

を前提として、設計者以外による見直しを通して、より価値の高い解決策を

見出そうとする取り組みである。

設計ＶＥの実施にあたって、基本原則を以下に示す。

【基本原則】

設計ＶＥは、原案を否定するものではなく、より良い設計を目指す●

ための取り組みである。

（ ）●設計者以外の複数のメンバーより構成される専門チーム ＶＥチーム

を組織し、設計者とは違った視点から原設計以上の価値向上を目指

すものである。

対象を「モノ本位」で捉えるのではなく、対象の本質を求められる●

機能とそれにかかるコストをつかむための機能的アプローチを行い、

機能の確保・向上とともに、機能をより経済的に達成するための取

り組みを行うものである。

対象業務3.2
設計ＶＥの対象業務は、全ての業務が対象となりうるが、当面は、

規模な大きな事業、高度な技術を要する事業、大規模な構造物、施工

条件に制約が大きい等、代替案が見いだせる可能性が高い設計業務を

対象とする。
【対象事業選定フロー（案 】）

すべての公共事業

スクリーニング

（規模で判定）

スコーピング

（内容で判定）

インハウス＋コンサルタント

コンサルタントＶＥ ＶＥ インハウスＶＥ ＶＥは実施しない

※規模、内容の判定基準は、今後試行を踏まえたうえで決定するものとする。

対象業務は、当面の間、事業課と建設政策課協議のうえ選定することとする。

（ 設計 事務の流れ参照のこと ）3.8 VE 。
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実施時期及び検討内容3.3
（１）実施時期及び検討内容

設計ＶＥの実施時期は、原則として、以下の３つの段階に応じて実施

するものとする。ただし、設計内容の改善を図るため、既設計の見直し

を行う場合（基本設計や詳細設計完了後）においても適用可能である。

基本計画段階 基本計画着手後の原案の形が見えてきた段階：

基本設計段階： 基本設計着手後の原案の形が見えてきた段階

詳細設計段階： 詳細設計着手後の原案の形が見えてきた段階

※基本計画：設計の基本業務として設計対象となる各種施設の基礎的諸元や配置

計画を設定するものとする。公園や建築における基本計画等が該当

する。

※基本設計：工事直前の実施設計以外を基本設計とし、概略設計、予備設計はこ

の基本設計に含むものとする。

※詳細設計：実測平面図、横断図、基本設計成果品、地質資料、設計条件等に基

づき、工事発注に必要な平面図、縦横断図、構造物の詳細設計図、

設計計算書、数量計算書等を作成するものである。なお、実施設計

は、この詳細設計に含めるものとする。

※発注者は、設計ＶＥ実施にあたり 「図－３ 設計ＶＥ実施時期及び検討内容」を、

踏まえ、必要な情報等を整理しておくことが必要である。
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図 － ３ 設 計 Ｖ Ｅ 実 施 時 期 及 び 検 討 内 容

【 【 【 】基 本 計 画 Ｖ Ｅ 】 基 本 設 計 Ｖ Ｅ 】 詳 細 設 計 Ｖ Ｅ

基 本 計 画 着 手 後 に お け る Ｖ Ｅ 基 本 設 計 着 手 後 に お け る Ｖ Ｅ 詳 細 設 計 着 手 後 に お け る Ｖ Ｅ
で は 、 基 本 計 画 （ 原 案 ） に 関 し で は 、 基 本 設 計 （ 原 案 ） に 関 し で は 、 詳 細 設 計 （ 原 案 ） に 関 し
て 検 討 す る 。 て 検 討 す る 。 て 検 討 す る 。

基 本 計 画 着 手 後 （ 原 案 の 形 が 基 本 設 計 着 手 後 （ 原 案 の 形 が 詳 細 設 計 着 手 後 （ 原 案 の 形 が
見 え て き た 段 階 ） に 実 施 す る も 見 え て き た 段 階 ） に 実 施 す る も 見 え て き た 段 階 ） に 実 施 す る も
の で 、 基 本 計 画 業 務 の 途 中 に 幅 の で 、 基 本 設 計 業 務 の 途 中 に 幅 の で 、 詳 細 設 計 業 務 の 途 中 に 幅
広 い 観 点 か ら Ｖ Ｅ 検 討 を 実 施 す 広 い 観 点 か ら Ｖ Ｅ 検 討 を 実 施 す 広 い 観 点 か ら Ｖ Ｅ 検 討 を 実 施 す
る こ と に よ り 、 基 本 計 画 の 改 善 る こ と に よ り 、 基 本 設 計 の 改 善 る こ と に よ り 、 基 本 設 計 の 改 善
を 目 指 す 。 を 目 指 す 。 を 目 指 す 。

※ 必 要 に 応 じ 複 数 回 実 施

基 本 計 画 Ｖ Ｅ 基 本 設 計 Ｖ Ｅ 詳 細 設 計 Ｖ Ｅ
検 討 事 項 検 討 事 項 検 討 事 項

① 基 本 計 画 （ 施 設 配 置 計 画 等 ） ① 基 本 計 画 （ 施 設 配 置 計 画 等 ） ① 設 計 条 件 ： 用 地 条 件 、 施 工
② 設 計 条 件 ： 用 地 条 件 、 施 工 ② 設 計 条 件 ： 用 地 条 件 、 施 工 条 件 、 地 質 条 件

条 件 、 地 質 条 件 条 件 、 地 質 条 件 制 約 条 件 等
制 約 条 件 等 制 約 条 件 等 ② 設 計 計 画 （ 構 造 諸 元 等 、）

③ 構 造 物 形 式 等 ③ 設 計 計 画 ： 構 造 形 式 （ 比 較 仮 設 計 画 、 施 工 計 画
検 討 ） 構 造 諸 元

基 本 計 画 基 本 設 計 詳 細 設 計
（ ）概 略 ・ 予 備 設 計 等

※ 設 計 内 容 の 改 善 を 図 る た め 既 設 計 の 見 直 し を 行 う 場 合 は 、 基 本 設 計 着 手 前 、
詳 細 設 計 着 手 前 、 詳 細 設 計 完 了 後 も 実 施 可 能 で あ る が 、 再 設 計 の 費 用 等 十 分
考 慮 し て お く こ と 。



- 9 -

実施手順3.4
設計段階において、改善によって大きな成果を得るためには、原設計案に

、 、とらわれない自由な発想が望まれ そのためには要求される機能を明確にし

原設計案を離れて、必要な機能を果たし得るアイデアを発想することが必要

である。

このため、設計ＶＥでは「表－３」に示すＶＥの基本ステップに基づき、

検討を進める。

表－３ 設計ＶＥの実施手順

実施手順 実施項目 概 要
対象物の関連情報（要求事項、構成要素、制約ｽﾃｯﾌﾟ１ ①ＶＥ対象の情報収集

条件・問題点、コスト等）を収集・整理する。機能定義
収集した情報を元に、ＶＥ対象の構成要素の持②機能の定義

っている機能を明確にする。

定義された機能を機能系統図として、機能を③機能の整理

体系的に整理する。

機能分野別に現行コストを算出する。ｽﾃｯﾌﾟ２ ④機能別コスト分析

機能評価
機能分野毎の価値を判断するため、対象テーマ⑤機能の評価

の目標コストを設定した後、機能分野毎に重要度

比率を設定し、機能評価値を算出する。

機能分野ごとに価値の程度とコスト低減余地を⑥対象分野の選定

比較したうえで、現行方法の価値の低い機能分野

を選定し、着手すべき機能分野の優先順位を選定

する。

選定した機能分野に対して、機能本位に可能なｽﾃｯﾌﾟ３ ⑦アイデア発想

限り自由なアイデア発想を行う。代替案作成
作成したアイデアを技術的可能性、経済的可能性⑧概略評価

という観点から、個々のアイデア毎に概略評価を

行い、アイデアを絞り込む。

概略評価で選択したアイデアの利点・欠点の分析⑨具体化

欠点の克服、洗練化を行う。洗練化された個々の

アイデアを組み合わせて総合代替案にまとめていく。

価値向上が期待できる代替案を選択するために、⑩詳細評価

技術性、経済性を詳細に評価し提案すべき代替案

を選択する。

検討した結果をとりまとめる。ｽﾃｯﾌﾟ４ ⑪提案のとりまとめ

提 案
ＶＥ提案書をもとに本庁事業課にて採否を決定ｽﾃｯﾌﾟ５ ⑫ＶＥ審査

する。ＶＥ審査
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以下に、設計ＶＥの標準的な日程を「表－４」を示すが、業務特性に応じて

日程を定めるよう留意すること。

表－４ 設計ＶＥの標準日程

日 時 ＶＥステップ 業務項目
１０～２０ 事前活動 ＶＥチーム編成

日程度 情報収集

現地調査

事前調整会議

第１日目 機能定義 ＶＥ対象の情報収集

機能の定義

機能の整理

第２日目 機能評価 機能別コスト分析

機能の評価

対象分野の選定

代替案作成 アイデア発想

第３日目 代替案作成（つづき） アイデア発想（つづき）

概略評価

具体化

詳細評価

不足情報の調査

第４日目 代替案作成（つづき） 詳細評価

提案
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次に、事前活動を含めた標準的な設計ＶＥ実施フローを「表－５」に示す。

表－５ 設計ＶＥ実施フロ－
ＶＥチーム編成 ・ＶＥチームリーダー（発注者又はＶＥ専門家）は、

事 ＶＥチームを編成する。

前 情 報 収 集 ・ＶＥチームリーダーは、原案設計担当者からＶＥワーク

ショップ実施に必要な資料を収集する。

活

現 地 調 査 ・ＶＥチームリーダー及びチームメンバーは、現地調査

動 を行う。

事前調整会議 ・ＶＥチームリーダー及びメンバーは、ＶＥワークショ

ップ運営の事務連絡と資料の配付等のため全員参加の

会合を行う。

機 能 定 義 ・設計担当者（発注者）は、ＶＥチームに対して対象テ

、 。ーマの概要説明を行い ＶＥチームからの質疑に応じる

・対象構造物の構成要素にもとづいて、機能を定義する。

・定義した機能を体系化し、機能系統図を作成する。

Ｖ

Ｅ 機 能 評 価 ・機能系統図上で、対象とする機能のレベルと機能分野

ワ を定め、現行コストを機能に配分する。

｜ ・目標コストを各機能分野に割り付け、チームの合意に

ク よって機能評価値を設定する。

シ ・価値の程度およびコスト低減余地の大小を勘案して、

ﾖ 着手すべき機能分野の順位を決定する。

ﾂ

プ 代 替 案 作 成 ・機能を満足するアイデアを発想する。

・アイデアの経済性、技術的可能性を評価する。

・良い評価を得たアイデアの内容をスケッチし、具体化

を行う。

・具体化したアイデアの技術性・経済性を再度評価し、

その結果の最善案を代替案とする。

提 案 書 作 成 ・ＶＥチームリーダーは、ＶＥ検討結果を提案書として

取りまとめる。

、 。Ｖ Ｅ 審 査 ・ＶＥ提案書を元に ＶＥ審査会にて採用可否を決定する

原設計案の修正 ・設計受注者がＶＥ提案を承認した場合、原設計案を

ＶＥ提案に基づき修正する。
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（１）ステップ１：機能定義
～ それは何か？①ＶＥ対象の情報収集

ＶＥは、選定されたテーマについて「基本的な問題は何か？ 「どんな」

機能上の要求があるのか？」など、対象の本質を理解し問題を真に把握す

ることから始まる。

ＶＥチームは、当該対象施設の目的、背景、制約条件、仕様、技術上の

問題点、コスト等の情報を収集し、設計内容を詳細に把握する。

１）情報収集の目的
●対象テーマに精通する ：テーマに関する特有情報を収集・整理する。。

●チームメンバーが共通の基盤に精通する ：チームデザインには不可欠。。

２）収集すべき情報

対象テーマに精通するため、以下の情報を収集・整理する。なお、要求

事項の抽出においては、当該対象物の目的、計画位置における自然特性や

社会特性、対象物や施工に関する技術特性を整理し、要求事項を明確にす

ることが重要である。
●要求事項に関する情報

●構成要素に関する情報

●制約条件・問題点に関する情報

●コストに関する情報

【情報収集の整理図（試行例 】）

【要求事項に関する情報】 【構成要素に関する情報】

第３種第２級 Ｖ＝５０ 単純ＰＯＳ－Ｔ桁、３９．０ 、５主桁( )km/h m h=2.45m

m平成１１年センサス ２，７００台／１２ｈ 片勾配７％、Ｒ＝１６０

標準幅員で計画 路肩縮小は可能 張り出し部が大きい、ＰＯ構造で床版拡幅

歩道幅員（３．５ｍ）は全線統一 逆Ｔ式橋台（ｈ＝１１．０ 直接基礎）m

m3/sec黒沢川計画流量 Ｑ＝４２０

平面図、断面図等

制約条件・問題点に関する情報 【コストに関する情報】【 】

開通年は未定

平成１９年度末までに№４７まで工事 別資料

一部用地買収済み（家屋移転済み） 用地補償費 山林 ２５０ 円／㎡

施工時、完成後の騒音（小学校）配慮 田 １，７００ 円／㎡

残土処理（６０，０００m3発生）搬出距離１５km 畑 １，５００ 円／㎡

幼稚園のプール、小学校の擁壁をコントロール 宅地 ８，７００ 円／㎡

現道の改良不可（民家密集につき） 家 ２５百万円～

： 倉庫 １百万円～

河川協議済み etc
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～ その働きは何か？②機能の定義
「もの」には必ず何らかの働きや目的すなわち「機能」がある。もし、

なんの機能もなければ、そのものが存在する意味はない。

ＶＥはその機能をひとつずつもれなく定義し 「もの」の原点から見直す、

ことで思考を広げる。

１）機能の定義の目的

●機能を明確にする：対象の存在の本質を明確にする

●機能を評価する ：機能本位に問題を捉える。

●アイデアを出しやすくする：問題を抽象化しアイデアを出しやすくする。

●代替案を評価する：明確化した機能とその制約条件を代替案の評価基準とす

る。

２）機能の定義の方法

●名詞と動詞で「～を～する 」と簡潔に表現する。

【理由】
・対象の果たすべき機能が一つひとつ明らかにできる

・誰でも容易に機能が理解できる

・対象を抽象化してとらえることができ、発想の転換や拡大がしやすくなる。

３）機能の定義の手順

① 対象テーマを構成要素毎に分割する。
（例：試行（道路改良工事）の場合、切土、法面工、橋梁等に分割する ）。

② 構成要素毎に機能を定義する。
（例：橋梁ならば 「水を通す 「河川空間を保つ」等）、 」、

③ 基本機能と２次機能に分類する。

【機能の定義（試行例 】）

構成要素 コスト 機能定義 基本 ２次

Ａ．切土 Ａ 道をつくる ○-1
Ａ 山を削る ○-2

Ａ 斜面を守る ○-3
Ａ 雨水を流す ○-4
Ａ 雨水を集める ○-5

：

Ａ 音を遮る ○-31
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Ｂ．法面工 Ｂ 斜面を守る ○-1
Ｂ 雨水を流す ○-2

：

Ｂ 維持管理を容易にする ○-14

Ｃ．残土処理 Ｃ 土を運ぶ ○-1
Ｃ 埋立地を造る ○-2

：

Ｃ 道路空間を保つ ○-11

Ｄ．橋梁 Ｄ 水を通す ○-1
Ｄ 河川空間を保つ ○-2

：

Ｄ 高さを作る ○-14

Ｅ ．盛土 車を通す ○1 . E1-1

自転車を通す ○E1-2
：

堅田川の水を止める ○E1-19
：

：

：

：

Ｌ．平面線形 Ｌ 耕作地を避ける ○-1
Ｌ 学校を避ける ○-2

：

Ｌ 視距を保つ ○-11
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～ その働きは何か？③機能の整理
、「 」 「 」 。ＶＥの特徴は もの から離れ 機能 をもとに改善することができる

定義された機能には、目的的な機能と手段的な機能がある。対象を「もの」

としてではなく「機能」という概念の集合として客観的に捉えるためには、

これら機能を系統立てて見る必要がある。

１）機能の整理の目的

●対象テーマの果たすべき機能を明確にする

●機能分野を明らかにする：どの機能分野で以降の検討を進めるか

●設計の考え方を理解する：機能系統図で設計の考え方が一覧性をもって示せ

る

●設計の定義の適切さを確認する：機能表現、機能追加

２）機能の定義の方法と手順

●機能を「目的」と「手段」の関係で整理する。

① 機能のカード化：定義した機能を１機能１枚のカードに転記する。

② 機能の関連づけ：機能カードから任意の１枚を取り出し、次の質問をする。

「何のためにその機能が必要か？」→上位機能の追求

③ 機能系統の確認：任意の機能に対して下位に向かって次の質問をする。

「どんな手段でその機能を達成しようとしているのか？」→下位機能の追求
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（２）ステップ２：機能評価

～ そのコストはいくらか？④機能別コスト分析
機能の定義、機能の整理のステップを通して、対象が「もの」から「機

能」におきかわった。次に、コストに関しても 「もの」に対するコスト、

から 「機能」に対するコストに視点を変える必要がある。、

１）機能別コスト分析の目的

●対象テーマの価値を評価するため、必要とする機能の達成に費やされている

現行のコストを明らかにする。

Ｖ（価値）＝Ｆ（機能）／Ｃ（コスト）

現行コスト

２）機能別コスト分析の方法

コストの配賦方法は以下の３手法がある。本ガイドラインでは、貢献度

評価による配賦について示す。

①消費による配賦

②貢献度評価による配賦

③均等割りによる配賦

３）機能別コスト分析の手順（②貢献度評価による配賦）

①検討する機能レベルを設定する。
機能系統図上の機能レベルに着目し、検討する機能レベルを設定する。

②構成要素に対する機能分野別の貢献度比率を設定する。

対象物の構成要素毎に機能分野別の貢献度比率を設定する。

③構成要素別現行コストを明確化する。
構成要素別に現行コストを調査し記入する。

④機能分野別現行コストを算出する。

構成要素別現行コストに機能分野別の貢献度比率を乗じて、機能分野別現行

コストを算出する。
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【機能別コスト分析（試行例 】 （単位：百万円））

Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ … Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ …機能分野

… …車を通 人・自 自 然 を 車を通 人・自 自 然 を

… 合計 … 合計構成要素 コスト す 転車を 守る す 転車を 守る

通す 通す

Ａ．切土

７４ ３０ ５ ０ ２２ ４ ７４… …１００

Ｂ．法面工

６９ ４０ １０ ０ ２８ ７ ６９… …１００

Ｃ．残土処理

１００ ２２５ ３１２３１２ ７２ … …

Ｄ．橋梁

１００ １４１１４１ ８ ２ １１ ３… …
： ： ： ： ： ： ： ： ： ：１００

： ： ： ： ： ： ： ： ： ：１００

１３７ ５８ １１５ ８８４８８４ 合計 …

16% 7% 25% 100%率 …
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～ その価値はどうか？⑤機能の評価
「機能の評価」のステップでは、その機能を達成するためにいくらのコス

トをかけるべきか、すなわちコスト目標を設定する。

１）機能の評価の目的

●各機能分野ごとの価値の程度を評価するための基準を設定する。

●特定の機能を達成するために費やすコスト目標を設定する。

Ｖ（価値）＝Ｆ（機能）／Ｃ（コスト）

機能評価値

これらの目的から、以下の効果が得られる。

・価値の低い機能分野を設定する。→最小の投資で最大の効果を出す。

・改善活動の動機づけを得る。 →「やればできる」の信念を持つ。

・改善目標を設定する。 →達成すべき目標を確立し努力を結集する。

２）機能の評価の方法

機能の評価の方法には以下の３手法がある。本ガイドラインでは、比較

的短い時間で機能の評価ができる等の特徴を有する「機能の重要度による

評価」について示す。

①実績価値標準による評価

②アイデア想定による評価

③機能の重要度による評価

・ＦＤ法、ＤＡＲＥ法、ＡＨＰ法（階層分析法）などがある。
（詳細は 「新・ＶＥの基本（産能大学出版 」参照のこと ）、 ） 。

（③機能の重要度比較による評価）３）機能の評価の手順

「機能の重要度比較による評価」は、対象物に投資可能なコスト（目標

コスト）を決め、使用者の立場にたって各機能分野の重要度を比較・評価

し、その比率をもとにコストを配分し、機能評価値（Ｆ）を求めようとす

る方法である。

①対象テーマの目標コストを設定する。

目標コストは、価値改善の努力目標として設定するものである。なお、

やみくもに設定するのではなく、現実的に達成し得るレベルの目標を設定

する必要がある。
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②各機能分野の重要度比率を設定する。

、 。対象物に対して要求される機能は複数あり その重要度も異なっている

したがって、機能分野全体の重要度を１００として、対象物の機能分野毎

に重要度を評価し、設定する。

機能分野の重要度比率の設定は、基本的にＶＥ検討メンバーの総意をも

って決定するものとし、設定に際しては対象物に求められる機能を具現化

、 、 、する上で どの程度重要であるか 過去の同種・類似事例を参考としつつ
協議して比率を設定する。

③各機能分野の機能評価値（Ｆ）を算出する。

対象物の目標コストを機能分野毎に重要度比率の割合で配分し、その値

を個々の機能分野の機能評価値とする。

【機能の評価（ 法によるウエイトの設定 （試行例 】DARE ） ）

相対比較値 絶対比較値 ウエイト値 機能評価値 調整値 調整後値

項 目 Ｒ Ｋ Ｗ Ｆ △Ｆ Ｆ´

２ ５．００ ３４．５％ ２４７ －１５７ ９０Ｆ５ 道路空間を作る

２ ２．５０ １７．２％ １２３ －３ １２０Ｆ６ 生命財産を守る

０．５ １．２５ ８．６％ ６２ －２ ６０Ｆ９ 産業を守る

： ： ： ： ： ：

： ： ： ： ： ： ：

１４．５０ １００．０％ ７１５ －１５ ７００合 計
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～ その価値はどうか？⑥対象分野の選定
このステップでは、これから改善活動を効率的に進めていくために、ど

の機能分野に改善のための投資努力をしていくのか、その優先順位を決め

る。

１）対象分野の選定

●価値の低い機能分野を選定する。

●価値改善への動機を得る。

改善効果のほとんどない機能分野について、改善のための投資（改善努力）

をしても効率が悪い。最小のインプットで最大のアウトプットを得ることが目

的である。

２）対象分野の選定の手順

① 機能分野の価値の程度（Ｆ／Ｃ）を評価する。
（ ） （ ） （ ） 、機能別現行コスト Ｃ 及び機能評価値 Ｆ との比率 Ｆ／Ｃ を算出し

価値の程度を評価する。

価値の程度（比率）が小さいほど現行方法の価値が低く、価値向上への努力

が必要な機能といえる。

② 機能分野のコスト低減余地（Ｃ－Ｆ）を評価する。

（ ） （ ） （ ） 、機能別現行コスト Ｃ 及び機能評価値 Ｆ との差額 Ｃ－Ｆ を算出し

評価する。

コスト低減余地が大きいほど、現行方法を改善する必要性が高い。

③ 価値改善の優先順位を決定する。

機能分野毎に現行方法の価値の程度（Ｆ／Ｃ）とコスト低減余地（Ｃ－Ｆ）

について比較した結果、価値の程度が小さく、コスト低減余地の大きい機能分

野では改善の必要性が高い分野といえる。このような観点から、価値改善の高

い対象機能分野の優先順位を決定する。
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【対象分野の選定（試行例 】）

Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４ … Ｆ７ …

車を通す 人・自転 自然を護 道路を護 地域文化

…機能分野 車を通す る る を護る

… …Ｆ値 １００ ２５ １５０ １２０ ２０

… …Ｃ値 １３７ ５８ ２２５ １１５ ４９

… …Ｃ ＝Ｃ－Ｆ ３７ ３３ ７５ －５ ２９t

… …Ｖ＝Ｆ／Ｃ ０．７３ ０．４３ ０．６７ １．０４ ０．４０

優先順位 ３ ２ １ ４
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（３）ステップ３：代替案作成

～ 他に同じ働きをするものはないか？⑦アイデア発想

創造とは、過去の経験や知識を解体・結合して新しい効用を実現するこ

とである。ある機能、目的を果たす手段が一つしかないということはあり

得ない。あらゆる角度から発想し、最も価値ある設計着想、達成手段の手

がかりを求める。

アイデア発想の目的１）

●特定の機能を達成するアイデアを生み出す。

アイデア発想の目的は、実現可能な具体案を作成するのではなく、機能本位

に具体案のヒントになり得るアイデアを多数発想することにある。特に、過去
の経験や知識を活かすとともに、情報収集を積極的に行うことにより、数多く

のアイデアを得るように努めることが重要である。

アイデア発想の方法２）

①機能本位の発想
抽象化された機能をキーワードとして発想することにより、アイデアの拡大

が図れる。抜本的な改善につながる可能性が大きい。

②アイデア発想法

・ブレーンストーミング法

何人かの人が集まり、集団の効果を生かしてアイデアの連鎖反応を起こ

し、自由奔放にアイデアを発想する方法。

【４つの規則】

① 、②自由奔放、③量を求む、④他人のアイデアの改善・結合歓迎批判厳禁
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～ そのコストはいくらか？⑧概略評価
～ それは必要な機能を確実に果たすか？

、 。アイデア発想で出されたアイデアについて 技術性と経済性から概略評価を行う

１）概略評価の目的

●価値向上の可能性を探る ：具体化すべきアイデアを「粗ぶるい」する。。

２）概略評価の方法

①技術的可能性評価

創造されたアイデアの技術的な実現可能性を検討・評価する。
・ 機能の制約条件（機能の必要水準）を満足できる可能性があるか？」「

・ 現状の技術で実現できる可能性があるかどうか？」「

②経済的可能性評価

創造されたアイデアが設定したコスト目標（機能評価値）の達成に貢献でき

る可能性があるかを検討・評価する。

〇 よ い ： 目標達成の可能性が高い

× 悪 い ： 目標達成の可能性がほとんどない

△ 要検討 ： 現在の情報では判断できない

※注 要検討の場合は、新たに情報収集し可能性の有無を明らかにする。

【概略評価（試行例 】）

アイデア 概略評価 アイデア 概略評価

Ｆ３自然を護る

・切り土区間の縦断を上げる ○ ・インターネットで受け入れ公募 ○

・土捨場を探す ○ ・土を地元住民に運んでもらう ×

・切り土を避ける ○ ・路線バスに運んでもらう ×

・切り土の幅員を小さくする ○ ・公用車に運んでもらう ×

・学校のグランド盛土に利用する △ ・水運を使う ×

・旧道敷の盤上げ ○ ・山谷を埋める △

・耕地を盛る △ ・蒲江沖に捨てる △

・切土法尻余裕幅の縮小 ○ ・消波ブロックを作る ×

・勾配を立てる ○ ・建設骨材に転用する ○

： ： ： ：

： ： ： ：
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～ そのコストはいくらか？⑨具体化
～ それは必要な機能を確実に果たすか？

選定したアイデアを組み合わせ実現可能な代替案に育て上げて行かねば

ならない。ＶＥ活動を中途半端に終わらせないために、チームにとって最

も苦しくかつ重要なステップである。

１）具体化の目的

●価値向上の期待できる代替案の作成

アイデアを組み合わせて具体化し、価値の高い代替案に練り上げる。

２）具体化の手順

①アイデアの組み合わせ

それぞれの機能分野で選択されたアイデアを組み合わせ、ある程度具体的な

内容の略図にする。

②利点・欠点分析

・アイデアが組み合わされた具体案に対して、その案が実施された時のこと

を想定し、その利点と欠点を列挙する。

・利点はその案のセールスポイントとなる。

・利点よりも欠点を落とすことなく列挙することが大切である。欠点を見過

ごして進むと、実施段階で後戻りすることとなる。

③欠点の克服

・利点欠点分析で出された欠点について、欠点克服のアイデアを出す。

・必要に応じて、社内外から情報収集、コスト見積り、テスト証明などを行

う。

、 。・出されたアイデアで欠点が克服されて初めて そのアイデアは採用できる

④洗練化

・欠点克服で得られたアイデアと情報収集で得られたアイデアを、最初の案

に加えて新しい略図を描く。

・洗練化の段階で、まだ十分に価値の向上が認められなければ、さらに具体

化のサイクルを回さなければならない。

⑤機能別代替案の総合化

・各機能別に得られた代替案を組み合わせ、いくつかの総合案（代替案）を

作成する。
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～ そのコストはいくらか？⑩詳細評価
～ それは必要な機能を確実に果たすか？

具体化され提案しようとしている複数の代替案に対して 「技術性」と、

「経済性」について詳細に評価を行い、提案の優先順位を決める。

１）詳細評価の目的

●複数の代替案の中から価値の向上が果たせる案を選択する。

●選択する代替案は、間違いなく価値が向上する内容であることを保証する。

２）詳細評価の方法

①技術性の評価

対象テーマに要求される機能、安全性、環境への配慮、法的な規制条件等求

められる必要条件に対し、個々の代替案が確実にそれら要求事項を満たすこと

ができるかどうか、検証及び妥当性を評価する。

□技術性評価項目参考例

・工事目的物の性能・機能に関する事項（サービス水準、安全性、耐久

性等）

・環境への配慮に関する事項（騒音、振動、粉塵、水質汚濁、景観、リ

サイクル対策、生態系等）

・法的な規制条件に関する事項（各種法律規制、交通規制時間等）

②経済性の評価

各代替案のコストを見積もり、経済効果を評価する。

□経済性評価項目参考例

・工事費、用地補償費、維持管理費等

③総合評価

技術性及び経済性の評価結果をもとに、個々の代替案比較評価し、実施に移

す代替案を選択決定する。



- 2 6 -

提案のとりまとめ～提案】【
ＶＥ活動に限らず、すべての改善活動は提案が実施されなければ意味が

ない。改善案が一刻も早く実施されるように、提案書としてまとめ、関係

者に働きかけなければならない。

１）提案の目的

●成果を現実のものにするための働きかけをする。

●ＶＥの有効性を認識させ、ＶＥの定着、活性化への動機を与える。

２）提案の留意点等

①代替案は少なくとも次の２通りにまとめるのがよい。

１）現実案：直ちに実行可能な案

２）最も価値向上が見込まれる案（この案は実施にあたり、詳細テストな

どを要し、直ちに実施できないことも

ある ）。

②事実に基づく内容を述べる。

③価値の側面から検討する必要性を訴える。

④変更への抵抗を和らげる。

⑤熱意ある態度で説得する。

⑥相手を意識し、謙虚な態度に努める。
⑦提案を受ける人の立場にたって、具体的・簡潔にまとめる。

⑧変更実施に対して十分な裏付けを整えておく。

⑨ＶＥ活動の有効性を証明するために 「ＶＥ投資金額 「ＶＥ投資倍率」、 」、

を把握しておく。

ＶＥ投資金額 ： チームメンバーがＶＥに要した費用

ＶＥ投資倍率 ： 正味節約額÷ＶＥ投資金額

ＶＥ審査】【
ＶＥ提案のとりまとめ結果に関して、本庁担当課にてその採用可否、さ

、 。らなる改善検討の必要性等について審査し 審査結果を設計に反映させる

また、結果を蓄積し、今後の設計検討に反映させる。
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設計ＶＥ推進体制3.5
設計ＶＥの推進体制は画一的なものではなく、検討の内容や段階に応じ

て柔軟にメンバーを選定し構成すべきであることから、ここでは、どのよ

うな人材が求められるかを中心に解説する。

（１）検討プロセスに必要とされる人材

、 。設計ＶＥの検討プロセスにおいて 必要とされる人材は次表のとおりである

表－５ 検討プロセスに必要とされる人材（例）

実施ステップ 必要とされる人材（例）

機能定義 ・対象物に求められる機能・制約条件等を理解している人材

機能評価 ・検討対象となる原設計を詳細に理解している人材

代替案作成 ・様々な観点からアイデアを提供でき、技術的検証ができる人材

ＶＥ審査 ・最終的な決定を下す人材

プロセス全体 ・ＶＥのプロセスを理解し、ＶＥ検討を支援する人材

なお、設計ＶＥメンバー全員がＶＥの考え方、プロセスを理解しておく必要が

ある。そうでない場合は、ＶＥ実施前にＶＥ専門家などから必要な説明を受け、

ＶＥ実施のイメージを共有化するようにしておく必要がある。

（２）実施体制に位置付けられる関係者
これまでの試行事例等を踏まえると、設計ＶＥの検討プロセスにおいて、位

置付けられる関係者（例）は以下のとおりである。

表－６ 実施体制に位置付けられる関係者（例）

必要とされる人材（例） 関係者

対象物に求められる機能・制約条件等を理解している人材 ・発注者

検討対象となる原設計を詳細に理解している人材 ・発注者

・原設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

様々な観点からアイデアを提供でき、技術的検証ができる人材 ・発注者

・設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

・学識経験者

・施工技術者

最終的な決定を下す人材 ・発注者

建設ＶＥ関連資格者ＶＥのプロセスを理解し、ＶＥ検討を支援する人材

「発注者」には、社会的に信用される一定水準以上の技術力を有する技術者から

知識、経験とも浅く、十分な技術力を有していない若手技術者まで幅広くいる。

一般論としては、一定水準以上の技術力を有する技術者をメンバーにすべきと思

われるが、新たな発想を求める観点から、若手技術者もメンバーに加えることは有

効である。

ただし、ＶＥに関する知識を持っていない職員を参加させる場合は、効率的なＶ

Ｅ活動を実現するため、基本的なＶＥの考え方やプロセスについて事前に教育して

おく必要がある。
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【ＶＥ検討チーム構成員の選定に係わる基本的な考え方】

１）ＶＥチームリーダー

ＶＥに関する諸技術・経験をもっており、ＶＥ活動を実施する担当者を動機

づけ、自ら先頭に立ち計画実現に向けて、リーダーシップを発揮する能力を有す

る人材を選定することを原則とする。

【発注者の場合】

ＶＥ中堅技術者研修を受講後、ＶＥワークショップの経験を有し、リーダ

ーシップを発揮することができる人材 （ＶＥＬ資格取得者が望ましい ）。 。

【外部コンサルタントを活用する場合】

外部コンサルタント等からＶＥリーダーを活用する場合は、ＶＥ活動の成

果を確保する観点から、土木設計業務に精通したＶＥスペシャリスト又はＣ

ＶＳ取得者を選定すること。

２）ＶＥチームメンバー

ＶＥについての基本的な知識を持ち、対象テーマに関する知識と経験を有す

る人材を選定する。

【発注者の場合】

人材選定は、ＶＥに関する知識や業務の難易度、担当員のスケジュール等を

考慮し、本庁担当課長が事務所長と協議のうえ決定する。

【外部コンサルタントを活用する場合】

外部コンサルタント等からＶＥメンバーを活用する場合は、ＶＥ検討を円滑

に進めるとともに、高度な専門技術を補足する観点から、ＶＥリーダー、ＶＥ

スペシャリスト又はＣＶＳいずれかの資格を有し、対象テーマに関する高度な

専門技術を有するものを選定すること。

※なお、ＶＥチームの構成員数については６～８人構成を標準とするが業務特

性に応じて変更することが可能とする。
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（３）外部支援を活用する場合
本県では、職員の技術力向上の観点から発注者が主体となりＶＥ検討を実施す

ることを原則としている。しかし、課題解決に向けて発注者に不足する高度な専

門技術等を補足する観点から、外部専門家を活用していくことが有効な場合はコ

ンサルタント等に支援を求めることができる。

① ＶＥ検討に外部専門家を活用する場合
ＶＥ検討に外部専門家を活用する場合においては、投資に見合った成果を

確保するため、ＶＥに関する経験・実績、資格に加えて、必要な専門知識を

有する技術者が在籍するコンサルタント等から業者選定するよう留意するこ

と。

また、発注者はスケジュール、検討内容を詳細に検討したうえで仕様書を

作成し、その仕様書に基づき見積りを徴収し評価したうえで、委託発注する

こと。

② ＶＥ検討そのものを建設コンサルタントに委託する場合
業務特性などから外部委託することが有利と考えられる場合は、建設政策

課と協議すること。

なお、ＶＥ検討そのものを建設コンサルタントへ委託する場合は、設計Ｖ

Ｅプロポーザル方式によることを原則としている。

③ 設計ＶＥ実施後、再設計が必要となった場合
ＶＥ検討の結果、再設計が必要となった場合は、特別な場合を除き原設計

者との契約内容を変更して再設計を行うことを原則とする。

【設計ＶＥプロポーザル方式について】

本方式は従来の設計ＶＥの課題を改善し、企業への 基 本 設 計 終 了

インセンティブを高めることを目的として、詳細設計

着手時において、プロポーザル方式により基本設計に ＶＥ提案 の公募

に対するＶＥ検討方針等について提案を募集し、特定 （プロポーザル）

業者とＶＥ検討及び及び詳細設計の契約を締結する方

式である。 業 者 選 定

（ＶＥ検討方針等の評価）

《対象業務の範囲》

適用する業務は、基本設計終了後、詳細設計着手時 ＶＥ検討業務の実施

に至る時間経過の中で、設計条件の変更、外的要因等 ＋

により新たに代替案を見いだせる可能性が見込まれる 詳細設計の実施

設計業務を対象とする。
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ＶＥ研修について3.6
本県では、設計ＶＥの正しい理解と必要性を認識し組織が一体となって

、 。ＶＥ活動を推進していくため 以下の研修を平成１６年度から実施している

①中堅技術者研修Ⅰ（ＶＥ講習会）
対 象 ：中堅技術者（主査～主幹クラス）

目 的 ：実習をワークショップ形式で行う等により設計ＶＥ実践能力の習

得を目的とする。

日 数 ：２日間／年

主 催 ： 財）大分県建設技術センター（

②公共事業ＶＥ研修（管理者、監督者クラス）
対 象 ：管理者（部長、所長等 、監督者クラス（事務所課長、係長等））

目 的 ：ＶＥの必要性について理解、支援を得ることを目的とする。

日 数 ：管理者（１時間／年 、監督者（２時間／年））

主 催 ：建設政策課

ＶＥ資格について3.7
（ ） 、 、社 日本ＶＥ協会では 以下のようなＶＥ資格者制度を用意しており

ＶＥの理解の促進と普及に努めている。

ＶＥ資格者制度

ＶＥリーダーは、企業、団体等の組織の生産ラインマン、

ＶＥリーダー グループリーダー、第一線監督者、中堅管理者などの方々が

（ＶＥＬ） それぞれの職場やグループでの活動において、ＶＥ活動の

リーダーを努めるために必要な基礎知識を持っている人材

ＶＥスペシャリストは、企業、団体等の組織で、ＶＥ活動

の推進の任に就く責任者、担当者などの方々が、ＶＥ専門家

ＶＥｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ として備えるべき諸知識や技術、経験をもっており、ＶＥ

（ＶＥＳ） 活動を実施する担当者を動機づけ、自ら先頭に立ち計画実現

に向けて、リーダーシップを発揮する能力を有する人材

日本ＶＥ協会では、米国ＶＥ協会との提携によりＶＥ専門

家資格であるＣＶＳ（ ）の認定と国際CertifiedValue Specialist

。 、 、 、ＣＶＳ 登録を行っている この 資格は に関する知識 経験CVS VE
行動について審査し、極めて高い水準に達している場合に授

与されるもので、日・米双方のＶＥ協会に国際登録される。
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3.8 設計ＶＥ事務の流れ

「設計ＶＥ事務フロー」の解説

① 対象業務の選定

１）事務局は、年度当初に本庁事業担当課長（以下「担当課長」という ）に対して。

対象業務の選定を「設計ＶＥ対象委託業務の選定について（第１号様式 」によ）

り依頼する。

２）事務局は、担当課長から回答があった委託業務について選定審査を行い、その結

果を「設計ＶＥ対象委託業務の選定結果について（第２号様式 」により、担当）

課長に通知する。

② ＶＥ検討チームメンバー選定

１）担当課長は、土木事務所長と協議のうえ委託業務発注前までに、ＶＥチームの構

成員を選定する。

２）メンバー選定にあたっては、対象テーマに関する知識や経験、ＶＥに関する基礎

知識の有無や個人の業務スケジュール等を考慮すること。

③ 事前準備

１）ＶＥチームリーダーは、事務所担当者とスケジュール、課題等について事前に協

議し、今後ＶＥ検討に必要となる資料等の作成を依頼をする。

【設計VE事務フロー 】
【原設計受注者】

原設計案の作成原設計案の作成

VEVE提案採否の決定提案採否の決定

【VE検討チーム】 【事務局】

対象業務の選定

VEVE検討資料作成協力検討資料作成協力

ＶＥ提案に基づくＶＥ提案に基づく
設計の修正設計の修正

VE検討

（VE提案書作成
報告）

ＶＥﾒﾝﾊﾞー 選定

VE提案データの
整理・蓄積

最終成果の報告

【本庁担当課】

VE提案の審査

VE提案審査結果

の報告

①

②

④

⑤

⑥

⑦

⑨⑧

⑫

⑭

①

VE活動成果
の集約

対象業務の選定

ＶＥﾒﾝﾊﾞー 選定

VE提案の確認

【事務所】

ＶＥ検討資料の
作成提出

ＶＥ提案審査結果
を受注者と協議

最終成果の提出最終成果の提出 最終成果の確認報告最終成果の確認報告

対象業務の選定

①

②

⑤

⑥

⑩⑪

⑬ ⑭
⑮

協議

協議

依頼

回答

Ｖ
Ｅ
活
動
の
支
援

事前準備

協議③
ＶＥﾒﾝﾊﾞー 選定

協議
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④ 原設計案の作成

１）原設計受注者は、発注者の仕様に基づいた原設計案を作成する。

⑤ ＶＥ検討資料作成の作成・提出

１）事務所担当者は、設計着手後、原案の形が見えてきた段階で、ＶＥ検討に必要な

設計与条件、図面等を整理したＶＥ検討資料を、原設計受注者の協力を得て作成

し、ＶＥ検討の２週間前までにＶＥ検討チームに提出する。

⑥ ＶＥ検討（ＶＥ提案書の作成・報告）

１）ＶＥ検討チームは、ＶＥ検討資料等に基づいて代替案を検討するとともにＶＥ提

案書を作成し、土木事務所長、担当課長へ報告する。

⑦ ＶＥ提案の審査

１）担当課長は、土木事務所長の意見を踏まえたうえでＶＥ提案を審査し、採否を決

定する。

⑧ ＶＥ提案審査結果の報告

１）担当課長は、ＶＥ提案採否結果を土木事務所長、事務局へ報告する。

⑨ ＶＥ提案データの整理・蓄積

） 、 、 。１ 事務局は 今後のＶＥ活動に役立てるため 技術及びコスト情報の蓄積に努める

⑩ ＶＥ提案を受注者と協議

１）事務所担当者は、ＶＥ提案を原設計受注者へ提示し、協議を行う。

⑪ ＶＥ提案採否の決定

１）原設計受注者は、⑩の協議によりＶＥ提案の採否を決定する。

⑫ ＶＥ提案に基づく設計の修正

１）設計受注者は、採用したＶＥ提案に基づき原設計を修正する。

⑬ 最終成果の提出

１）原設計受注者は、業務完成時に事務所担当者へ最終委託成果を提出する。

⑭ 最終成果の確認・報告

１）事務所担当者は、最終成果についてＶＥ提案内容どおり出来ているか、技術面、

コスト面の確認を行ったうえで、担当課長へ報告する。

２）本庁担当課長は、最終成果について事務局に報告する。

⑮ ＶＥ活動成果の集約

１）事務局は、今後のＶＥ活動に役立てていくため、ＶＥ活動成果を集約する。
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3.8.2 設計ＶＥ対象委託業務の選定

設計ＶＥ対象委託業務の選定については以下のとおり。

（１）選定時期

設計ＶＥ対象委託業務の選定は、原則として年度当初に一括して行う。ただし、緊

急の場合は、事業課及び事務局（建設政策課）と協議すること。

（２）事前選定

事務局は、設計ＶＥ対象となる委託業務の選定を本庁事業担当課長（以下「担当課

長」という ）へ「設計ＶＥ対象委託業務の選定について（第１号様式 」により依。 ）

頼する。次に、担当課長は、選定した結果を速やかに事務局へ回答する。

（３）選定審査

事務局は、選定審査を行い、設計ＶＥ対象委託業務を選定する。選定結果について

は、担当課長へ「設計ＶＥ対象委託業務の選定結果について（第２号様式 」により）

報告する。

（４）設計ＶＥ対象委託業務の選定に関する事務

設計ＶＥ対象委託業務の選定に関する事務手続き等は、事務局が行う。
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第１号様式

建政第 号

平成 年 月 日

各事業担当課長 殿

建設政策課長

設計ＶＥ対象委託業務の選定について（依 頼）

本年度の設計ＶＥ対象委託業務を選定するため、標記について、下記のとおり依頼

します。

記

１．設計ＶＥ対象委託業務の選定

設計ＶＥ対象委託業務について選定した結果を 「表－１ 設計ＶＥ対象委託業務、

リスト」に記載するとともに、設計ＶＥ対象委託業務の詳細についてを「表－２ 設

計ＶＥ対象委託業務概要書」に記載し、建設政策課まで回答すること。

表－１ 設計ＶＥ対象委託業務リスト 単位：千円

番 号 委 託 業 務 名 発注事務所名 予定金額 発注時期

１ 年 月

２ 年 月

３ 年 月

４ 年 月

５ 年 月

６ 年 月

７ 年 月

【記入例】

表－１ 設計ＶＥ対象委託業務リスト 記入例 単位：千円

番 号 委 託 業 務 名 発注事務所名 予定金額 発注時期

１ （例）国道 号道路概略設計 中津土木 年 月212 18,900 17 9

２ （例）国道 号橋梁予備設計 佐伯土木 年 月217 24,150 17 10
３ 年 月

４ 年 月

５ 年 月

６ 年 月

７ 年 月
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「表－２」

設計ＶＥ対象委託業務概要書

担当課名 事務所名

業務名

箇 所

発注予定時期担当者名

業務概要 【業務概要】

【概略事業費等】
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第２号様式

建政第 号

平成 年 月 日

課長 殿

建設政策課長

（ＶＥ事務局長）

設計ＶＥ対象委託業務の選定結果について（通知）

下記の委託業務を設計ＶＥの対象としましたので通知します。

記

「設計ＶＥ対象委託業務選定リスト」

（例） 単位：千円

番 号 工 事 （委 託） 名 発注事務所名 予定金額 発注時期

１ 国道 号道路概略設計 日田土木 年 月386 18,900 17 9
２ 国道 号橋梁予備設計 中津土木 年 月500 24,150 17 10
３ 年 月

４ 年 月

５ 年 月

６ 年 月

７ 年 月

８ 年 月

９ 年 月

１０ 年 月
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3.９ ＶＥ提案適用の留意点

3.9.1 現設計受注者の責任

現設計受注者は、ＶＥチームから提示されたＶＥ提案について、各種法規類、設計

主旨、発注者から提示された設計与条件に基づき、採択・不採択の検討を行う。

現設計受注者は、ＶＥ提案を採択して変更した設計案について、設計ＶＥを実施し

ない場合の設計案と同様の設計責任を負う。

（解説）

ＶＥ提案採択後の設計案に係る設計責任は、設計業務を行う専門家としての現設計受

注者にある。従って、現設計受注者はＶＥ提案の採択・不採択を専門家として判断する

必要がある。

また、採択する場合は、技術的検討を行い、必要に応じてＶＥ提案の一部を協議のう

え変更することができる。

3.9.2 現設計受注者の業務

現設計受注者は、特記仕様書（別紙１）等で明示された次の業務を行う。

( ) 設計ＶＥへの協力1

( ) ＶＥ資料の提出及び説明2
( ) ＶＥ提案の検討3
( ) ＶＥ提案を採択しない場合の理由の説明及び協議4

( ) ＶＥ提案の効果の算出5

3.9.3 設計業務委託料の取り扱い

設計業務委託の契約時に設定した委託内容が、設計ＶＥの実施により変更となった

場合においても、大幅な業務量の変更がない限り、原則として設計業務委託料は変更

しない。

（解説）

設計業務委託料は、基本的に設計業務委託契約時に算出した「 現設計受注者の3.6.3
業務」に示す業務を含んだ予定業務量に基づいている。このため委託内容が設計ＶＥ業

務の実施により変更となっても、受注者として設計業務委託料は変更しない。

ただし、ＶＥ業務の結果 「 現設計受注者の業務」に示す業務項目を行わない場、 3.6.4
合、及び設計業務委託契約時には予期していなかった大幅な再設計、又は大幅な業務量

の変更が生じた場合に限り、現設計受注者は発注者と設計業務委託料について協議する

ことができる。
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3.9.4 ＶＥ提案適用の留意点

ＶＥ提案の適用を円滑に実施するためには，次の点を考慮することが必要である。

（ ） 、 。１ 現設計受注者は ＶＥ提案の内容及び効果について十分に理解する必要がある

必要があれば、発注担当者はＶＥ提案の内容をより明確にするため必要な追加情

報を受注者に提供する。

（２）現設計受注者がＶＥ提案を不採択とする場合は、技術的な検討に基づく合理的

かつ客観性のある理由を示す必要がある。

（３）現設計受注者は、ＶＥ提案の採択又は不採択について、発注担当者と協議が必

要である。

（５）ＶＥ提案のうち排他的権利等に係るものを除き、対象業務以外にも自由に使用

することができるものとする。

（解説）

ＶＥ提案の適用を円滑に実施するために、ＶＥチーム及び現設計受注者は次の点等を

考慮しなければならない。

１ 現設計受注者はＶＥ提案を採択する場合には、十分に検討を行い、不採択とする場

合は、技術的な検討等に基づいた、合理的で客観性のある理由を示さなければならな

い。当該対象工事の特有の条件等を考慮して検討を行う。

２ 実施例のない提案は十分な検討が必要であるが、先例がないことを不採択の理由と

してはならない。

（ ）３ コスト縮減を伴わないものであっても価値の向上 品質確保や住民満足度の向上等

に繋がるものであれば、積極的に採択すること。なお、設計変更の業務量をもって、

不採択の理由としてはならない。

４ ＶＥチームは、ＶＥ提案に実用新案、特許、著作権等の排他的権利等が含まれる場

合はそれを明示しなければならない。また、現設計受注者はＶＥの検討において、排

他的権利等に係るものであっても採択の検討を行う。
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3.10 特記仕様書参考例

ＶＥ検討を行う場合の特記仕様書の参考例

本設計業務委託は，次により設計ＶＥを実施するので、受注者はその実施に協力するこ

と。

１．設計ＶＥの概要

（１） 設計ＶＥの実施者

・設計ＶＥは、調査員が別に定めるＶＥチームが実施するものとする。

（２） 設計ＶＥ実施の時期

・設計ＶＥ実施時期は、本設計業務の原案が見えてきた段階とするが、詳細スケ

ジュールは、調査員が別に指示する。

（３） ＶＥ実施期間

・ までとする。

２．設計ＶＥへの協力

（１） 受注者は、設計ＶＥ検討の２週間前までに以下の資料を準備すること。

・

・

・

・

・

（２） ＶＥチームに対する設計概要の説明は、調査員が行うが、ＶＥチームが必要と認

めた場合には、受注者に対して意見、説明を求めることがある。この場合、受注者

はＶＥチームに協力すること。

３．ＶＥ提案（改善提案）の取扱い

（ ） 、 （ ） 、 、１ 受注者は 提示されたＶＥ提案 改善提案 について技術的 経済的検討を行い

その結果、求められる要件を満たすことができると判断した場合は、速やかに設計

案に反映させることとする。

（２） 受注者がＶＥ提案を不採択とする場合は、技術的な検討に基づく合理的かつ客

観性のある理由を示さなければならない。

（３） 受注者は、ＶＥ提案採用後の設計について、原設計案と同様の設計責任を負うも

のとする。
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４ おわりに.
本ガイドラインを参考にし、設計ＶＥを試行することにより、その活用

の効果やさらなる課題などの検証を行う必要がある。そこで、本ガイドラ

インの精査を行っていくとともに、取り組みの効率化に資するため、蓄積

された試行事例を収集・整理し、事例集を作成していくなど、本ガイドラ

インの改善を図ることとしている。

図－５ 試行における設計ＶＥガイドラインの改善

設計ＶＥガイドラインに基づく設計ＶＥの試行

活用効果の検証、課題の整理

設計ＶＥガイドラインの精査

事例集の作成
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